
１．安全で衛生的療養環境を提供する

２．院内感染発生を予防し早期発見・早期対処に努める

 【 感染対策の基本 】

◦感染の知識技術を習得するため、全職員 年２回院内研修を実施しています。

◦感染制御チーム（ I C T ）が１週間に１回院内を巡回し、感染対策の徹底
と改善を実施しています。

◦標準予防策をふまえた院内感染対策マニュアルを作成と定期的に改定をし
職員全員がそれに沿って院内感染対策を実施しています。

◦抗菌薬については厚生労働省のガイダンスに則り適正に使用しています。

◦感染性の高い疾患（インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など）
が疑われる場合、一般診療患者との分けた診療スペースの確保をしてい
ます。

◦感染対策に関して、『 感染対策加算 １ 』の病院と連携し年４回の合同
カンファレンスを実施して、定期的に必要な情報提供やアドバイスをうけ
院内感染対策の向上に努めています。

   院内感染対策委員会

  中心となって以下のように院内感染予防対策を行っております。

感染対策向上についての取り組み
当院における

  していただけるよう また、全職員が安全に働けることを目標に感染制御チーム（ I C T ）が

  当院では、患者さまやご家族さま・来院されるすべてのみなさまが安心して通院・入院・訪問


